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il雑 ii

ii報 i:北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
一
九
九
九
年
三
月
五
日
幽
午
後
二
時
半
よ
り

「
十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
学
史

ー
ー
ホ
ッ
プ
ズ
の
主
権
論
と
ハ
リ
ン
ト
ン
の
混
合
政
体
論
」

報

告

者

福

田

有

広

(
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
助
教
授
)

出

席

者

二

六

名

十
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
政
治
学
史
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
、
私

た
ち
が
、
そ
の
時
代
の
政
治
学
の
歴
史
を
ど
う
書
く
か
と
い
う
こ
と
ば
か

り
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
政
治
学
者
が
、
古
典
古
代
か
ら
そ
れ
ま
で
の

政
治
学
史
を
ど
う
書
い
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
が
重
な
っ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
、
政
治
学
者
は
、
同
時
に
政
治
学
史
家
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ジ
エ
イ
ム
ズ
・
ハ
リ
ン
ト
ン

(-2-
ー

-
2
3
の
場
合
、
自
ら
の
政
治

学
は
、
一
方
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
な
政
治
学
に
対
抗
し
、
同
時

に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
に
対
抗
す
る
も
の
だ
と
考
え
た

が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
彼
の
政
治
学
史
が
、
伝
統
的
な
政
治
学
の

g
o
e
g
宮
与
g
n開
「
近
代
の
学
問
」
、
自
ら
の
復
興
す
べ
き
政
治
学
の

ge

巳
白
星
宮
己

2
8
「
古
代
の
学
問
」
、
そ
し
て
ホ
ッ
プ
ズ
の
三
要
素
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
の
、
古
代
の
学
問
と
は
、
混
合
政
体
論
の
こ
と
で
あ
り
、
一
方
の
近

代
の
学
問
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
封
建
制
に
基

づ
く
制
限
君
主
制
を
前
提
に
し
た
政
治
学
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、

大
権
と
自
由
の
両
立
に
腐
心
し
つ
つ
も
、
そ
の
内
実
は
、
封
建
領
主
の
家

臣
に
対
す
る
支
配
を
そ
の
ま
ま
追
認
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
政
治
学

自
体
の
内
実
は
極
め
て
希
薄
と
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
一
六
四
九
年
の
段
階

で
求
め
ら
れ
た
の
は
、
封
建
領
主
の
支
配
を
前
提
と
せ
ず
に
、
平
等
な
人

間
同
士
の
聞
で
ゼ
ロ
か
ら
確
固
た
る
支
配
服
従
関
係
を
作
り
出
せ
る
政
治

学
、
す
な
わ
ち
古
代
の
学
問
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
全
く
新
し

い
議
論
と
経
験
と
が
制
割
り
込
ん
で
き
た
た
め
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
学

史
は
第
三
の
要
素
を
加
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
革
命
政
権
ラ
ン

プ
・
パ

l
ラ
メ
ン
ト
(
一
六
四
八
|
一
六
五
三
)
で
あ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の

『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
(
一
六
五
こ
で
あ
っ
た
。
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報

ホ
ッ
プ
ズ
は
『
リ
ヴ
ア
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
ス
チ
ユ
ア
l
ト
王
朝

が
倒
れ
る
以
前
の
段
階
で
発
表
し
た
「
法
の
原
理
』
や
『
デ
・
キ
ヴ
エ
』

の
主
権
論
を
一
層
精
綴
に
す
る
一
方
で
、
同
時
に
、
議
論
の
中
心
を
微
妙

に
実
力
説
、
征
服
説

(
g
B
5
2
5阻害
S
R
S呂田
g
ロ
)
へ
と
傾
斜
さ
せ
、

内
乱
の
勝
者
、
ラ
ン
プ
・
パ

I
ラ
メ
ン
ト
を
擁
護
し
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は

『
オ
セ
ア
ナ
共
和
国
』
(
】

8
8
に
お
い
て
こ
の
点
を
突
き
、
土
地
所
有

が
平
等
化
し
た
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
ホ
ッ
ブ
ズ
征
服
説
は
適
用
不

可
能
で
あ
り
、
ラ
ン
プ
・
パ

l
ラ
メ
ン
ト
が
短
命
に
終
わ
っ
た
の
は
ホ
ッ

プ
ズ
の
議
論
が
破
綻
し
て
い
る
証
左
だ
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
征
服
説
に
頼
る
こ
と
な
く
、
ホ
ッ
プ
ズ
と
同

じ
課
題
|
|
囲
内
平
和
の
確
保

l
l
に
挑
み
、
何
ら
か
の
実
力
組
織
の

存
在
を
前
提
と
せ
ず
、
む
し
ろ
政
治
機
構
の
構
成
に
お
け
る
工
夫
に
よ
り

|
|
実
力
で
は
な
く
利
益
と
い
う
概
念
を
動
員
し
て

1

1
こ
の
問
題
を

解
こ
う
と
す
る
。
そ
の
答
え
が
、
元
老
院
と
民
会
の
二
院
制
で
あ
り
、
何

が
共
通
の
利
益
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
討
議
・
提
案
す
る
者
と
、
投
票
に

よ
り
決
議
・
決
定
す
る
者
と
を
分
離
す
る
と
い
う
提
案
で
あ
っ
た
。
そ
の

核
心
は
、
自
己
の
利
益
に
配
慮
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
態
に
提
案
者
を

追
い
込
む
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
古
代
の
混
合
政
体
論
に
対

す
る
彼
な
り
の
解
釈
で
あ
り
、
こ
の

0

フ
ラ
ン
に
対
す
る
彼
の
揺
る
が
ぬ
自

信
は
、
古
代
ロ

i
マ
を
含
む
、
幾
多
の
共
和
国
の
歴
史
や
先
達
の
政
治
学

雑

者
の
議
論
を
渉
猟
し
尽
く
し
た
と
い
う
自
負
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。

北法50(3・258)650

と
こ
ろ
で
、
政
治
学
史
を
古
代
・
中
世
・
近
代
の
三
分
法
で
は
な
く
、

8
2
2
ζ
『邑
S
8
と

B
O色
町
吉
司

E
a
g
n刊
の
二
つ
の
長
い
伝
統
に
よ
っ
て

政
治
学
史
を
と
ら
え
る
と
い
う
ハ
リ
ン
ト
ン
の
視
角
を
継
承
す
る
と
ど
う

な
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
自
身
は
、
こ
の
二
つ
の
伝
統
が
、
十
六
・
十
七
世

紀
の
宗
教
戦
争
、
二
十
世
紀
の
世
界
戦
争
を
い
か
に
受
け
と
め
、
そ
の
結

果
、
相
互
に
交
錯
し
た
の
か
、
そ
こ
に
関
心
を
お
い
て
、
今
後
、
長
い
時

間
を
か
け
て
政
治
学
史
を
描
い
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
、
近
代
の
政
治
学
の
生
ん

だ
天
才
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
近
代
の
政
治
学
の

伝
統
で
初
め
て
、
大
権
の
存
在
を
、
自
由
と
百
パ
ー
セ
ン
ト
関
連
づ
け
て

説
明
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。

4
z
p
g
E
4
3邑
日
開
の
ロ
ッ

ク
は
、
自
由
と
大
権
を
、
プ
ロ
パ
テ
ィ
と
執
行
権
と
い
う
形
に
翻
訳
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
難
関
を
突
破
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
報
告
の
ホ
ッ
プ
ズ
と
ハ
リ
ン
ト
ン
に
つ
い
て
は
、
拙
著
の
一

部
の
要
約
で
あ
る
(
〉
・
同

U
E
E
F
∞0
5
5加
口
々
白
邑
吾
目
的
垣
内
)
三
-

出
向
江
口
開

S
F
図
。

σσ
冊
目
白
口
弘
吉
宗
邑
ー
問
。
〈
市
門
口
呂
町
四
国
門
戸
ロ
同
町
四
凹
ロ
m
Z
∞z
n
F
i
7廻
賢
明

(。HF
E
-
-
3
J可

)

)



O
一
九
九
九
年
三
月
一
九
日
幽
午
後
二
時
よ
り

「
省
庁
再
編
と
国
家
機
能
論
|
|
行
政
改
革
会
議
の
立
場
」

報

告

者

藤

田

宙

靖

(
東
北
大
学
法
学
部
教
授
)

出

席

者

四

六

名

本
報
告
の
内
容
は
、
本
誌
次
号
に
「
資
料
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
予
定

で
あ
る
。

。
一
九
九
九
年
四
月
二
三
日
幽
午
後
一
時
半
よ
り

「
中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
下
級
貴
族
と
帝
国
国
制
」

報
告
者

口

正

樹

一一ムハ布但

田

出
席
者

法学会記事

中
世
後
期
ド
イ
ツ
の
下
級
貴
族
は
、
帝
国
諸
侯
に
は
じ
ま
る
貴
族
身
分

の
階
梯
の
上
で
は
最
下
層
に
位
置
す
る
。
下
級
貴
族
の
一
つ
の
根
源
は
、

中
世
中
期
の
家
人
(
ミ
ニ
ス
テ
リ
ア

l
レ
ン
)
で
あ
る
。
家
人
は
元
来
不

自
由
身
分
に
属
し
て
い
た
が
、
一
一
世
紀
以
後
、
特
に
騎
兵
と
し
て
の
従

軍
や
城
塞
守
備
な
ど
の
軍
役
奉
仕
を
媒
介
と
し
て
そ
の
地
位
を
向
上
さ
せ
、

自
ら
も
城
塞
を
築
き
、
封
(
レ

l
ン
)
を
受
領
し
た
。
彼
ら
は
ほ
ぼ
二
一
一

世
紀
の
間
に
は
貴
族
化
し
、
従
来
の
自
由
貴
族
の
一
部
と
と
も
に
下
級
貴

族
の
階
層
を
形
成
し
た
。
下
級
貴
族
は
自
己
の
城
塞
を
拠
点
に
諸
権
利
を

集
積
し
従
属
民
を
支
配
す
る
小
さ
な
支
配
者
で
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
軍
人

で
あ
っ
て
、
自
己
の
支
配
を
維
持
し
拡
張
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
武
力
を

投
入
し
て
自
力
救
済
H

フ
ェ

l
デ
を
行
っ
た
。
西
洋
中
世
社
会
に
お
い
て

フ
ェ

l
デ
は
一
つ
の
法
的
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
他
方
で
フ
ェ

l

デ
の
行
き
過
ぎ
を
抑
制
し
そ
の
遂
行
態
様
に
ル

l
ル
を
設
け
る
こ
と
は
、

当
時
最
も
重
要
な
国
制
上
の
問
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

中
世
後
期
の
下
級
貴
族
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
所
領
収
入
の
減
少
に
よ

る
経
済
的
窮
乏
、
領
邦
君
主
の
支
配
強
化
と
そ
れ
へ
の
屈
服
、
歩
兵
に
対

す
る
敗
北
に
よ
る
軍
事
的
意
義
の
喪
失
な
ど
か
ら
、
そ
の
危
機
と
没
落
が

語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
は
、
下
級
貴
族
内
部
で
の
経
済

状
態
の
分
化
、
質
入
れ
な
ど
を
通
じ
て
領
邦
君
主
の
行
政
・
司
法
機
構
と

密
着
し
つ
つ
自
己
の
家
門
の
支
配
を
拡
大
す
る
可
能
性
、
歩
兵
に
よ
る
対

騎
兵
戦
勝
の
限
定
性
な
ど
を
指
摘
し
て
、
貴
族
の
没
落
の
一
面
的
強
調
を

批
判
す
る
。
こ
う
し
た
近
年
の
批
判
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
中
世
後
期
は
下
級

貴
族
に
と
っ
て
、
淘
汰
と
適
応
の
時
代
で
あ
っ
た
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

そ

う

し

た

適

応

の

試

み

の

一

つ

と

し

て

、

貴

族

団

体

〉
号
【
田
明
白
回
目

-
Z
E持
の
結
成
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
回
世
紀
三

0
年
代
か
ら

一
六
世
紀
初
め
の
ド
イ
ツ
に
は
九
十
以
上
の
貴
族
団
体
が
存
在
し
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
地
域
的
に
は
ド
イ
ツ
の
北
部
北
東
部
に
は
少
な
く
、
西
部

北法50(3・259)651



報

南
部
に
多
い
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
特
定
の
君
侯
の
優
位
が
明
瞭
で
、
下

級
貴
族
を
統
合
す
る
た
め
の
装
霞
と
見
な
せ
る
よ
う
な
、
垂
直
的
構
造
の

団
体
も
存
在
し
た
が
、
下
級
貴
族
な
ど
が
対
等
の
関
係
で
結
束
し
た
よ
う

な
水
平
的
構
造
の
団
体
も
多
く
、
後
者
は
、
領
邦
君
主
の
支
配
強
化
に
対

抗
す
る
政
治
的
意
味
を
持
ち
え
た
。
団
体
の
規
約
の
中
に
は
、
戦
関
的
・

政
治
的
規
定
を
多
く
含
む
も
の
や
、
宗
教
的
・
社
交
的
規
定
が
前
面
に
出

る
も
の
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
団
体
も
内
部
で
の
平
和
を
維
持
し
、
会
員

と
外
部
者
と
の
対
立
に
際
し
て
は
会
員
を
支
援
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通

す
る
。
団
体
内
部
で
は
フ
ェ

l
デ
が
禁
止
な
い
し
制
約
さ
れ
、
会
員
同
士

の
紛
争
に
は
、
会
長
な
ど
を
処
理
機
関
と
す
る
仲
裁
の
手
続
が
定
め
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
一
方
会
員
と
外
部
者
と
の
紛
争
の
場
合
に
は
、
他
の
会

員
に
も
援
助
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
が
、
特
に
一
五
世
紀
の
い
く
つ
か
の
団

体
で
は
、
ま
ず
訴
訟
や
仲
裁
に
よ
る
解
決
の
努
力
を
当
事
者
や
会
が
行
い
、

そ
れ
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
に
は
じ
め
て
当
事
者
会
員
の
行
う
フ
ェ
!

デ
や
、
会
と
し
て
の
そ
れ
へ
の
助
力
に
移
行
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
フ
ェ

l
デ
遂
行
と
の
関
係
で
は
、
貴
族
団
体
は
対
内
的
に
は

フ
ェ

l
デ
の
自
己
抑
制
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
対
外
的
に
は
会
員
の
相
互

援
助
を
通
じ
て
フ
ェ

l
デ
を
よ
り
大
規
模
化
す
る
面
と
訴
訟
や
仲
裁
の
前

置
を
要
求
し
て
や
は
り
フ
ェ

l
デ
を
抑
制
す
る
側
面
と
の
両
面
を
有
す
る
。

こ
の
よ
う
な
貴
族
団
体
は
、
一
四
世
紀
に
は
王
権
に
よ
っ
て
禁
圧
さ
れ

雑

る
存
在
で
あ
り
、
ヵ

l
ル
四
世
は
何
度
か
貴
族
団
体
を
解
散
さ
せ
る
よ
う

命
令
し
て
い
た
が
、
貴
族
団
体
や
都
市
同
盟
を
解
散
さ
せ
て
地
方
ご
と
の

ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
に
二
克
化
し
よ
う
と
い
う
王
権
の
構
想
は
貫
徹
し
な
か
っ

た
。
一
五
世
紀
前
半
の
国
王
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
は
方
針
を
転
換
し
て
、
貴
族

団
体
の
結
成
と
そ
れ
へ
の
都
市
の
合
流
を
容
認
し
、
貴
族
団
体
を
基
礎
に

し
て
平
和
秩
序
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
シ
ユ
ヴ

7
1
ベ
ン
で
行
わ
れ

た
貴
族
団
体
「
聖
ゲ
オ
ル
ク
の
楯
」
と
都
市
同
盟
の
交
渉
は
実
を
結
、
は
ず
、

こ
の
構
想
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
一
方
、
貴
族
団
体
は
、
一
四
三
O
|
一
二

二
年
の
フ
ス
派
対
策
の
会
議
や
一
四
七
九
|
八
七
年
の
い
わ
ゆ
る

5
2
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E
E刊
の
大
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に
お
い
て
、
個
々
の
地
方
を
越
え
た
下
級
貴

族
の
広
域
連
携
の
不
可
欠
の
基
礎
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
動
き
は
一
五

世
紀
に
は
比
較
的
短
期
間
で
終
息
し
た
。

中
世
後
期
に
下
級
貴
族
な
ど
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
貴
族
団
体
は
、

フ
ェ

l
デ
の
自
己
抑
制
に
一
定
の
機
能
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
帝
国
国
制

上
の
位
置
づ
け
は
不
確
定
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
他
の
諸
集
団
と
同
様
下
級

貴
族
に
お
い
て
も
近
世
に
入
っ
て
制
度
化
が
進
展
し
、
一
五
四
0
年
代
以

後
の
帝
国
騎
士
身
分

manZE5anu畠
の
成
立
に
よ
っ
て
、
帝
国
直
属

と
領
邦
所
属
へ
の
振
り
分
け
と
帝
国
議
会
に
議
席
は
な
い
が
皇
帝
に
対
し

て
直
接
負
担
を
負
う
と
い
う
地
位
が
一
応
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。


